
労働トラブルの解決に向けて

～ 紛争事例を通じて ～

埼玉県労働委員会事務局

彩の国
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【当事者間で話合い】

労働局

働く人と会社の間で
トラブル発生

労基署

法律に基づく指導・監督

・使用者への
指導・助言

【法律違反などがあるとき】

あっせん申請

労働委員会労働
局

社労士
会

・使用者・労働者双方の意見を聞いて解決策を提示
・強制力はない

労働
審判

裁判

司法救済

・責任の所在が明確になる
・時間・お金がかかる

【公の場で責任を問いたいとき】【労働組合に加入している・加入する場合】

団体交渉

解決しないとき

解決
打切り

・どちらかがあっせんを
受け入れないとき
・意見が対立したとき

労働相談

労働相談
センター

民間
団体

【情報収集・相談】

労働
局

それでも解決しないときは…

・使用者・労働者双方の意見を聞いて
解決策を提示
・強制力はない

労働トラブルの相談先について

労働委員会

集団あっせん申請

・使用者監督
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１ 労働委員会はこのような機関です

労働委員会は、働く人（労働者）と雇う人（使用者）の間に生じる問題の解決
を支援するため、法律に基づいて設置された行政機関です。

労働問題について専門知識を持つ「公益委員」の他、労働者・使用者それぞれ
の立場に深い理解のある「労働者委員」「使用者委員」の３者で問題解決に
あたります。

公益委員・・・弁護士、学識経験者など
労働委員・・・労働組合の役員など
使用者委員・・・企業経営者、経済団体役員など

労働紛争解決のお手伝いを
する機関です



労働に関する相談全般については、

埼玉県労働相談センター ＴＥＬ ０４８－８３０－４５２２
（電話相談受付 平日 ９時～１６時３０分

 賃金や労働時間、職場の人間関係などで悩んでいる労働者や、

  労務管理上の問題などで悩んでいる使用者からの相談窓口
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２ こんなとき労働委員会がご利用いただけます

１ 労働争議の調整等［労働組合と使用者の紛争］
 賃金・解雇などに関する団体交渉が実施されない、団体交渉が行き詰まった など

２ 個別的労使紛争のあっせん［労働者個人と使用者の紛争］
 賃金・解雇・パワハラなどのトラブルの話し合いがまとまらない など

３ 不当労働行為の審査
 使用者が労働組合法で禁止されている不当労働行為を行った場合
（団体交渉の拒否、組合活動を理由とした不利益取扱い など） など

埼玉県労働委員会（  ０４８－８３０－６４５２）
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３ あっせんとは

働く人（労働者）と雇う人（使用者）の間で生じた問題について、両者間での
話し合いが行きづまったときに、労働委員会のあっせん員が間に入って、両者
が受け入れられる合意点を探り、解決を目指すものです。

あっせんの種類
あっせんには、次の2種類があります。
①労働争議の調整・・・労働組合と使用者の間で行うあっせん
②個別的労使紛争のあっせん・・・労働者個人と使用者の間で行うあっせん

あっせん員とは
労働委員会の会長が指名した３名のあっせん員が調整を行います。
（公益側、労働者側、使用者側から各１名）

異なる立場のあっせん員３者で話を聞くことにより、労働者と使用者両方の意向を丁寧に汲み取
りながら、公正で円滑な解決を目指します。



あっせんによる解決のメリット

・ 手続が簡単で無料です。

・ あっせん回数は原則１回で、短期間での解決を目指します。

・ 双方の歩み寄りによる解決を目指すので、労使の円満な関係構築につながります。

・ 紛争のそれ以上の拡大や長期化を防げます。
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※ 労使間の話し合いが行
きづまるなど、当事者間で
は解決できない状況になっ
ている場合、あっせんの対
象になります。

・ あっせん員が三者構成（公益側(弁護士、学識経験者等)、労働者

側(労働組合役員等)、使用者側(会社経営者等)）で一体となって

丁寧なあっせんを行います。

・ 費用はかかりません。

・ 秘密は厳守します。

労働委員会のあっせんの利点



４ 労働委員会のあっせん

労
使
の
紛
争

あ
っ
せ
ん
の
申
請

 

事
務
局
に
よ
る
事
前
調
査

合 意
（解 決）相手方が

あっせんに参加

打切り

あっせん員が労使双方
から個別に事情聴取

あっせん員による調整

あっせん案の提示

相手方があっせん
参加を辞退

不 合 意
（打切り）

あっせんの当日

・
労
働
者

・
労
働
組
合

・
使
用
者

あっせんの流れ
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・ 会社から契約を更新しないと言われたが、理由に納得できない。

・ 採用当初に提示された労働条件が、実際と違う。

事例



事例 提示された労働条件の拒否に起因する退職に対する解決金支払い

【申請者主張】

①来年度の労働条件について、担当者から危険を伴

う作業等を追加すると提示されたため、拒否した。

②拒否の翌日、担当者から「時給を下げ、現場責任

者の肩書ははく奪する」と脅迫されたため退職した。

③パワハラによる退職について賠償金支払いを求め、

あっせん申請。

【会社の主張】

①当該作業は担当者が休んだ際代わりに入る。雇用

契約書には当該作業が含まれているが、前年度は他

の事業者が厚意で行っていたため、追加ではない。

②辞めてもらいたくなかったため、責任者としてで

はなく、１スタッフとして働くことを提案した。

③代替案の提示であり、パワハラではない。

労働委員会

・労働者側と使用者側の事実認識についての齟齬が多かった。

・これ以上争いを続けても双方に利益がないので、解決金を

支払うことで合意した。

５ 労働委員会への申請事例①

・来年度の労働条件について（作業の追加か否か）

・パワハラについて（脅迫か代替案の提示か）

個別的労使紛争のあっせん事例

②労働条件変更提案
※①を受け入れない
場合の代替案

①来年度の労働条件提
示（作業追加ではない）

➁労働条件拒否

使用者側

その他のサービ
ス業
従業員1,135人

労働者側

１年更新の有
期雇用従業員
（現場責任
者）

③あっせん
申請

対立点
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③パワハラにより退職

※労使で認識は違う



事例 労働者を解雇したことを会社は認め慰謝料を支払うことについて

【申請者主張】

①組合員本人は会社から解雇されたため、やむを得

ず退職せざるを得なかった。

②組合に加入し、団体交渉を続けてきたが、進展は

なかった。

③解雇予告手当相当分の給料の支払いを要求する。

【会社の主張】

①申請者は勤務中の態度が悪く、再三注意をしたが

改善されなかった。しかし、解雇すると言ってはい

ない。

②解雇と言っていないものを言ったと言わせるため

に、交渉にて迫ることは許せない。

③解雇予告手当相当分の支払いはしない。

労働委員会

労働者側が解雇の認定にこだわらない姿勢を見せたことから、

裁判等に移行するより実質的な解決方法として解決金の支払い

を検討するよう会社側に求め、解決金を支払うことで合意した。

５ 労働委員会への申請事例②

・解雇か自主退職か（会社の対応方法）

・解決金について（解雇予告手当相当分の支払い）

労働争議の調整事例

③会社から話し合い
による退職にしてほ
しいという通知書が
届く。

①勤務中の態度につい
て注意

➁明日から来なくて良
いと告げられる。

使用者側

建設業
従業員18人

組合側

正社員（営
業）

あっせん申請

対立点

④団交を行うが、解
雇したことを会社が
認めず、進展なし。
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